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令和４年度 第２回生駒市行政経営会議 

 

案件１ 生駒市デジタル戦略の策定について（CDO 補佐官） 

<概要> 

・市におけるデジタル技術を活用し、まちづくりにおける課題を解決していく基本理念、基

本原則等を定めた市のデジタル化に関する基本的な考え方を整理した。 

・既存システムやインフラの改善も含めたスマートシティに向けた取組をリーディングプロ

ジェクトにより進めていく予定であり、いい形でスマートシティに向けた第一歩を踏み出

したいと思う。 

・今後、推進本部を立ち上げ、リーディングプロジェクトや個別の課題解決に向けた取組に

対してタスクフォースも立ち上げる。関係のない部局は無いと思うので、対応をお願いす

る。 

<会議での結論> 了承 

【主な意見】- 

 

案件２ 令和５年度新規・主要事業ヒアリングについて（企画政策課） 

<概要> 

・５月から６月にかけて実施した各部ミーティングの結果を踏まえ、プロジェクトチームな

どの横断的組織等を活用して検討を進めていくテーマを設定するとともに、今後５年間を

見据えた、次期総合計画の基本計画の骨格となる重点推進施策（案）を作成した。今後、

横断的組織等については、順次検討を進めていくとともに、重点推進施策（案）について

は、各部の意見を伺いながら、施策を決定したい。 

・重点推進施策のうち、特に少子化対策とＤＸの推進については、重点的に進めていきたい

と考えているが、それ以外についても、重要と考えられる施策があれば、提案いただきた

い。 

・令和５年度新規・主要事業ヒアリングについては、この重点推進施策の中から、将来都市

像の実現に積極的に寄与するものと判断されるものは、重点推進事業を決定し、優先的に

予算等の行政資源を配分していく予定であるので、積極的に事業を検討し、提案いただき

たい。 

<会議での結論> 了承 

【主な意見】 

・新規・主要事業の提案においては、重点推進施策に該当するもの、生活、社会及び都市の３

つの視点を踏まえた提案が必要ということか。 

→ もちろん合致することがベストではある。それぞれの施策の中で位置付けて考えてもらえ

ればと思う。 

・横断的組織等で検討を進めていくものは、どのように新規・主要事業ヒアリングで提案して

いくことになるのか。 

→ 横断的組織等の検討経緯を踏まえながら、それぞれの事業の担当課から提出いただく。 

・説明にもあったが総合計画の基本構想、昨年の主要事業の考え方と、少子化対策とＤＸの推
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進を重点的に進めていくということとの整理は必要。また、それ以外のものの扱いはどうな

るのか。 

→ 総合計画の基本構想と昨年の考え方に沿った事業は次年度も引き続き取り組みつつ、特に

喫緊の課題として、少子化対策とＤＸの推進を重点的に進めていきたいと考えている。その

他にも、特に重点的に進めていきたいというものがあれば、提案いただきたいと思う。 

 

案件３ 総合防災訓練の結果を反映した災害対応の見直しについて（防災安全課） 

<概要> 

・昨年度の総合防災訓練での結果等を踏まえ、今後の災害対処能力の改善に向けた取組を進

めていく。 

・災害対策本部における機能改善や緊急初動体制、避難所の運営における自主防災会との連

携などについて、プロジェクトチームを設置し、検討を進めていく予定である。 

・台風対応などの水防と地震対応は大きく異なる。水防は予測できるが、地震は予測できな

い。出勤できる職員も限られてくる。応援要請ができるかどうか、それを判断できる人材

の養成が重要になってくる。これは、普段からのイメージ理解の積み重ねが必要になる。 

<会議での結論> 了承 

【主な意見】- 

 

案件４ 子ども未来会議の設置について（子育て支援総合センター） 

<概要> 

・案件２でも取り上げられたが、コロナ禍の影響もあり、令和３年は６００人台にまで出生

数が落ち込み、少子化が想定よりも急速に進んでいる状況にある。 

・このような状況を踏まえ、少子化対策に関する取組等を検討する子ども未来会議を立ち上

げ、個別の分野における具体的な取組はタスクフォースで検討する予定である。 

・子ども・子育て支援だけでなく、親も暮らしやすい、なりたい自分になれるまちづくり、

公民連携の視点を取り入れて具体的な取組を検討する予定である。 

<会議での結論> 了承 

【主な意見】- 

 

その他 

令和４年度 奈良県国民保護共同図上訓練について 

<概要> 

今年度に国と奈良県の共同で、国民保護共同図上訓練が実施される予定であり、本市でも、

対策本部での訓練が行われることから、対策本部員である各部長にご協力をお願いする。 

<会議での結論> 了承 

【主な意見】- 
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新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の自宅待機期間の短縮について 

<概要> 

報道などで、国が濃厚接触者の自宅待機期間の短縮を検討しているとあったが、国からの通

知があり次第、市職員における取り扱いを人事課と連携して、通知させていただく予定であ

る。 

<会議での結論> 了承 

【主な意見】 

・国からの通知が無くとも、報道などで決定されたことが分かった段階で、速やかに対応され

たい。 


